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況となっている等の場合 

当該場合には、自治体の判断で、以下①～③の対応を行うことが可能であること。 

①発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方（※１）につ

いては、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット（※２）等で自ら検査してい

ただいた上で受診することを呼びかけること。この場合に、医師の判断で、受診

時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行

って差し支えない。 

  ただし、本人が希望する場合には検査前でも医療機関への受診は可能であるこ

とや、症状が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診するよう、併せて

呼びかけること。また、重症化リスクが高い方については、これまでどおり医療

機関を受診していただき、適切な医療が受けられるようにすること。 

 

②地域の診療・検査医療機関以外の医療機関の協力も得て、電話診療・オンライン

診療の遠隔診療を積極的に活用すること。 

 

③同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断によ

り検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること（※３）。 

  こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判

断で検査を行うことが可能であること。 

 

※１ 例えば、40 歳未満で危険因子（基礎疾患・肥満等（注））を持たない、ワク

チン２回接種済みの方を対象とすることが考えられる。臨床データ等を踏ま

え、自治体において対象を変更することは差し支えない。 

（注）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 6.1 版」に

おいて、新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しや

すいのは、基礎疾患等のある方として慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性

腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満のある方、喫煙、一部の妊

娠後期の方があげられている。 

※２ 抗原定性検査キットを用いる場合、検査結果が陰性であっても、症状が継

続する場合等は医療機関を受診することや、検査結果が陽性の場合は、受診

時に医師に提示できるよう、スマートフォン等を用いて画像として保存して

おく等検査結果が分かるものを手元に残しておくことを併せて呼びかけると

ともに、②の電話診療・オンライン診療をできるだけ活用すること。 

抗原定性検査キットについては、有症状者が対象となりうることを踏まえ、

下記を参考に自治体において対応をお願いする。なお、事業者等への委託を

行う場合は、行政検査として、配布に当たって生じる委託料を感染症予防事

業費負担金の対象とすることが可能である。 

    ・自治体等から有症状者に抗原定性検査キットを事前に配付する 


